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附則 

 

地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるものであり、地域のことは、住民

自らが責任を持って決めていくことが、自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の

信託にこたえ、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ細かな区政を行う

責務がある。そうした責務を果たし、杉並区が真に自立した地方自治体となっていくためには、

地方政府としての枠組みと、住民の行政への参画及び行政と住民との協働の仕組みを自ら定める

ことが求められている。 

武蔵野の面影を残すみどりと水辺、歴史の中で形作られた道や街並み、そして、そこに住み、

暮らす区民の活発な住民活動と住民自治への先進的な取組などは、杉並区の誇るべき財産である。 

私たち区民は、このような「杉並らしさ」を大切にしながら、杉並らしい自治を築いていくこ

とを宣言する。そして、区民主権に基づく住民自治の更なる進展のために、最大限の努力を払い、

区民一人ひとりの人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する「自治のまち」を創
つく

っ

ていくことを目指し、ここにこの条例を制定する。 



第１章 総 則  

（目的） 

第１条 この条例は、杉並区（以下「区」という。）における自治の基本理念を明らかにすると

ともに、区民の権利及び義務、事業者の権利及び義務、区政運営の基本原則並びに区民及び

事業者(以下「区民等」という。)の区政への参画及び協働の仕組みに関する基本となる事項

を定めることにより、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。 

(2) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。 

(3) 参画 政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関

わることをいう。 

(4) 協働 地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特

性を尊重し、協力して取り組むことをいう。 

第２章 基本理念 

第３条 区民等及び区は、一人ひとりの人権が尊重され、人と自然と都市の活力が調和した住

みよいまち杉並を、協働により創
つく

っていくことを目指すものとする。 

２ 前項の目的を達成するために、区民等及び区は、区政に関する情報を共有し、主権者であ

る区民が、自らの判断と責任の下に、区政に参画することができる住民自治の実現を目指す

ものとする。 

第３章 区民の権利及び義務 

（区民の権利） 

第４条 区民は、区政に参画する権利及び区政に関する情報を知る権利を有する。 

２ 区民は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）で定めるところにより、行政サービスを

等しく受ける権利、選挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権、議会の

解散請求権並びに議員及び長等の解職請求権等を有するほか、第２７条で定める住民投票を

請求する権利を有する。 

（区民の義務） 

第５条 区民は、行政サービスに伴う納税等の負担を分任する義務を果たすとともに、区と協



働し、地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。 

第４章 事業者の権利及び義務 

第６条 事業者は、第４条第１項に規定する権利を有し、地域社会の一員として、前条に規定

する負担を分任する義務を果たすとともに、住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安

心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。 

第５章 区の責務 

第７条 区は、区政運営に当たっては、区民等の福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最

大の効果を挙げるよう努めなければならない。 

２ 区は、区民ニーズに的確に対応し、行政サービスへの区民等の満足度を高める区政運営に

努めなければならない。 

３ 区は、様々な災害等から区民の生命、身体及び財産を保護するため、危機管理の体制の強

化に努めなければならない。 

第６章 区議会 

（区議会の役割及び権限） 

第８条 区議会は、地方自治法で定めるところにより、区民の直接選挙により選ばれた代表者

である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の区政運営を監視し、

及び牽制する役割を果たすものとする。 

２ 区議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議

決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。 

（区議会の責務） 

第９条 区議会は、区政の発展及び区民生活の向上のため、前条に規定する権限等を行使する

とともに、区民等の多様な意見の反映を図り、もって自由かつ活発な討議をし、常に効果的

かつ効率的な議会運営に努めなければならない。 

２ 区議会は、別に条例で定めるところにより、区議会が保有する情報を公開するとともに、

会議の公開及び情報提供の充実により、区民等との情報の共有を図り、区民等に対する説明

責任を果たし、開かれた議会運営に努めなければならない。 

（区議会議員及び区議会議長の責務） 

第１０条 区議会議員は、区民の信託にこたえ、区議会が前２条に規定する責務等を果たすた

め、積極的な調査研究活動を通じ、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならな

い。 



２ 区議会議員は、政治倫理の確立に努め、誠実に職務を遂行しなければならない。 

３ 区議会議長は、区議会を代表し、公正かつ中立に職務を遂行するとともに、区議会事務局

の職員を適切に指揮監督し、事務局機能の充実に努めなければならない。 

第７章 執行機関 

（執行機関に関する基本的事項） 

第１１条 執行機関は、条例、予算その他の区議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事

務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行しなければならない。 

（区長の責務等） 

第１２条 区長は、区を代表し、地方自治法で定めるところにより、区議会への議案の提出、

予算の調製及び特別区税の賦課徴収等の事務を管理し、及び執行する権限を有する。 

２ 区長は、区民の信託にこたえ、区の事務の管理及び執行に当たっては、誠実に職務遂行に

努めなければならない。 

３ 区長は、区の職員を適切に指揮監督するとともに、区政の課題に的確にこたえることがで

きる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めなければならない。 

（執行機関の組織及び職員） 

第１３条 区は、執行機関を構成する組織について、効率的かつ機動的なものとなるよう、常

に見直しに努めなければならない。 

２ 区の職員は、全体の奉仕者として、区民本位の立場に立ち、区民等との協働の視点を持っ

て、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。 

第８章 区政運営 

（基本構想等） 

第１４条 区は、地方自治法で定めるところにより、区議会の議決を経て、区政運営の指針と

なる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策定し、総合的かつ計画

的な区政運営に努めるものとする。 

２ 区は、前項に規定する基本計画等のうち主要なものについて、目標に対する進捗状況の管

理を行うとともに、毎年度１回、当該進捗状況を区議会に報告し、かつ、公表しなければな

らない。 

（総合的な行政サービスの提供） 

第１５条 区は、区民ニーズに的確かつ柔軟に対応するため、組織横断的な調整を図り、総合

的な行政サービスの提供に努めなければならない。 



（行政手続） 

第１６条 区は、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、区民等の権利利益の保

護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続に関し共通する事項を定めなけ

ればならない。 

（情報の公開及び提供） 

第１７条 区は、区民等の知る権利を保障し、公正で開かれた区政の進展を図るため、別に条

例で定めるところにより、区政に関する情報を積極的に区民等に公開し、提供することによ

り、区民等との情報の共有に努めなければならない。 

（個人情報の保護） 

第１８条 区は、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図るため、別に条例で定

めるところにより、自己に関する個人情報の閲覧等を求める区民の権利を保障する等、個人

情報の保護に努めなければならない。 

（説明責任） 

第１９条 区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、区政について区民

等に分かりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。 

（区民等の要望の取扱い） 

第２０条 区は、区民等の区政に関する要望等を迅速かつ誠実に処理し、区民等の権利利益の

保護に努めなければならない。 

（行政評価） 

第２１条 区は、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な区政運営を行う

ため、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。 

（財政運営の原則） 

第２２条 区は、財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うこと

により、財政の健全性の確保に努めなければならない。 

（財政状況の公表） 

第２３条 区は、区民等に分かりやすく財政状況を説明するため、地方自治法及び地方公共団

体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）並びに別に条例で定めるところ

により財政状況を公表するとともに、貸借対照表、行政コスト計算書その他の財務に関する

資料を作成し、公表しなければならない。 

（区税等の賦課徴収） 

第２４条 区は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び杉並区特別区税条例（昭和３９



年杉並区条例第４１号）で定めるところにより、特別区税を賦課徴収するほか、法律及び条

例に基づき、使用料その他の徴収金を賦課徴収するものとする。 

第９章 参画及び協働 

（参画及び協働の原則） 

第２５条 区は、区民等の意思が区政に反映されるよう、区民等の区政への参画機会の拡充に

努めなければならない。 

２ 区民等及び区は、協働に当たり、対等協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互

理解と信頼関係を築くよう努めるとともに、区は、区民等の自主性及び自立性を尊重しなけ

ればならない。 

（住民投票） 

第２６条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握するため、区議会の議決

を経て、当該議決による条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。 

２ 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の

実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（住民投票の請求及び発議） 

第２７条 区に住所を有する年齢満１８年以上の規則で定める者は、規則で定めるところによ

り区政の重要事項について、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、その代表者か

ら区長に対して住民投票を請求することができる。 

２ 区議会の議員は、区政の重要事項について、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得

て住民投票を発議することができる。 

３ 区長は、区政の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。 

４ 第１項の規定による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法第７４条第２項から

第８項まで、第７４条の２第１項から第６項まで及び第７４条の３第１項から第３項までの

規定の例によるものとする。 

（政策等に係る区民等の意見提出手続） 

第２８条 区は、区民等の区政への参画及び協働を推進するとともに、区政運営における公正

の確保と透明性の向上を図り、住民自治の更なる進展及び区民等の権利利益の保護に資する

ため、別に条例で定めるところにより、重要な政策及び計画の策定に当たり、事前に案を公

表し、区民等の意見を聴くとともに、提出された区民等の意見に対する区の考え方を公表し

なければならない。 

（附属機関等への参加） 



第２９条 区は、附属機関等の委員への区民等の参加に努めなければならない。 

第１０章 国及び他の地方公共団体との協力 

第３０条 区は、共通する課題を解決するため、国、東京都及び関係地方公共団体と相互に連

携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

第１１章 条例の位置付け 

第３１条 この条例は、区政の基本事項について、区が定める最高規範であり、区は、他の条

例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなら

ない。 

２ 区は、この条例の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、一定期間ごとに、こ

の条例の内容について検討を加え、必要な見直しを行うものとする。 

第１２章 委任 

第３２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成１５年５月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月９日条例第４０号） 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

※ なお、本条例の制定にあたり、区議会で下記のとおり付帯決議が可決されました。 

（平成１４年１１月２９日議決） 

杉並区自治基本条例に付する付帯決議 

 

本条例の施行に当たり、杉並区長は、次の諸点について誠意をもって対処すべきである。 

１ 本条例の杉並区における住民自治発展の基盤としての重要性に鑑み、本条例の趣旨、内容

について、区民の十分な理解が得られるよう周知徹底に努めること。 

２ 区が定める最高規範である本条例の趣旨との整合性を図るため、新たに条例等を制定する

に当たっては本条例の趣旨を最大限尊重するとともに、既に制定してある条例等についても

早急に見直しを進めること。 

３ 本条例は、全く新たな自治立法の試みであることから、条例施行後一定期間の施行状況等

を勘案し、検討のうえ、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 


